
環循規発第 1903293 号 
平 成 31 年 ３ 月 29 日

各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿 

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長 

産業廃棄物管理票交付等状況報告書等の様式の統一等について（通知）

産業廃棄物行政の推進については、かねてから御尽力、ご協力いただいているところで

あり、厚く御礼申し上げる。

産業廃棄物処理計画書、産業廃棄物処理計画実施状況報告書、特別管理産業廃棄物処理

計画書、特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書及び産業廃棄物管理票交付等状況報

告書（以下「処理計画書等」という。）については、それぞれ廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律施行規則（以下「規則」という。）において所定の様式（以下「規則様式」という。）

が定められているところであるが、各都道府県及び各政令市（以下「都道府県等」という。）

における規則様式の統一等について、下記のとおり周知する。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基

づく技術的な助言であることを申し添える。 

記

第一 背景

処理計画書等については、都道府県等によっては規則様式と異なる様式等が使用され

ていることから、事業者からは、「一部自治体から独自様式での提出や法律様式以上に詳

細な別途調査を求められており、またそうした自治体が増加しているため、本来可能で

あるはずの統一様式での書類作成ができず、業務の非効率が生じている。」との声が寄せ

られている（規制改革推進会議 第４回地方における規制改革タスクフォース資料１）。

これを踏まえ、規制改革実施計画（平成30年６月閣議決定）においては、処理計画書

等の規則様式の使用について、「地方自治体に通知その他の方法で周知する。当該周知に

当たっては、地方自治体における実態把握及び意見聴取を踏まえ、当該様式について検

討を行い、必要に応じた見直しを行う。当該様式は、電子計算機による作成に適したフ

ァイル形式による電子データとする。」とされたところである。
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これを受け、都道府県等における処理計画書等の運用の実態把握を行うため都道府県

等に対して調査を実施したところ、処理計画書等の様式については約８割の都道府県等

において規則様式を用いており、処理計画書等に用いられるファイル形式については、

エクセル形式が最も多く用いられていることがわかった。これを踏まえて、処理計画書

等については、引き続き現行の規則様式を用いることとするとともに、エクセル形式で

の電子データを提供することとする。 

 
第二 周知の内容 
１ 処理計画書等については、これまでも規則様式の使用の遵守について周知している

ところであるが、一部の都道府県等においては独自様式等が使用されていることから、

それぞれ定められた規則様式の使用を厳に遵守されたいこと。 

２ 調査結果を踏まえて、エクセル形式による当該様式の電子データを環境省ホームペ

ージ（http://www.env.go.jp/hourei/11/000651.html）に公開したので、適宜活用さ

れたいこと。 

３ 処理計画書等の提出については、紙媒体のみでの受付ではなく、電子データでの受

付も可能とするなど、引き続き電子化を進められたいこと。 
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事 務 連 絡 

平 成 3 1 年 ３ 月 2 9 日 

 

 

 各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部（局）長  殿 

 

 

         環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課 

 

 

 

平成31年４月以降に使用される特別管理産業廃棄物処理計画書等の様式等について 

 

産業廃棄物行政の推進については、かねてから御尽力、御協力いただいているところであり、厚く

御礼申し上げます。 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）第

12条第９項等の規定に基づく、その事業活動に伴い多量に産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業

者（以下「多量排出事業者」という。）等に係る産業廃棄物処理計画等の様式等については、「多量排出事業者によ

る産業廃棄物の処理計画の作成等に関する指導について（通知）」（平成31年２月18日付け環循規発第

1902181号環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長通知）において示したところですが、今般、平成31

年４月１日以降に用いる各種様式等について改めて周知いたしますので、遺漏のないよう努めていただきま

すよう、お願いいたします。 

 

 

第一 平成31年４月１日以降に使用される特別管理産業廃棄物処理計画書等の様式について 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令（平成30年環境省令第２号）によ

り、以下のとおり「特別管理産業廃棄物処理計画書」及び「特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告

書」の様式が変更されたことから、それぞれ平成31年（2019年）度と平成32年（2020年）度以降とで使用さ

れる様式を区分していただく必要があります。なお、「産業廃棄物処理計画書」及び「産業廃棄物処理計

画実施状況報告書」の様式については、変更がないことに御留意いただきますよう、お願いいたします。 

① 様式第２号の13 特別管理産業廃棄物処理計画書（平成31年（2019年）度のみに使用される

新様式） 

② 様式第２号の13 特別管理産業廃棄物処理計画書（平成32年（2020年）度以降に使用される

新様式） 

③ 様式第２号の14 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書（平成31年（2019年）度まで

使用される既存の様式） 

④ 様式第２号の14 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書（平成32年（2020年）度以降

に使用される新様式） 

また、上記様式については、Excel形式の電子データを環境省ホームページ

（http://www.env.go.jp/hourei/11/000651.html）に公開しましたので、各都道府県・各政令市においても

適宜活用いただければ幸いです。 

 

第二 電子マニフェストの登録期限について 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（平成29年法律第61号）の一部が平成

31年４月１日から施行されることに伴い、産業廃棄物を引き渡した後の情報処理センターへの３日

以内の登録期限（運搬・処分終了報告期限についても同様）について、土日祝日及び年末年始（12

月29日から１月３日まで）を含めないこととなりますが、当該土日祝日及び年末年始には、それ以
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外の夏季休暇等（お盆休み等の休暇）は含まれないことに御留意いただきますよう、お願いいたしま

す。また、不適正処理防止の観点から、原則としては、電子マニフェストの予約登録機能等も活用

し、速やかに登録することが望ましいため、事業者に対しては適切に指導いただきますよう、お願い

いたします。 

 

第三 学校教育法の一部改正に伴う廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について 

  学校教育法の一部を改正する法律（平成29年法律第41号）の施行に伴い、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成29年環境省令第27号）が平成31年４月１日から

施行されますが、これにより、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第

35号）第８条の17に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者の資格及び第16条に規定する環境衛生

指導員の資格については、専門職大学の前期課程を修了した者が追加されることに御留意いただき

ますよう、お願いいたします。 
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様式第二号の八（第八条の四の五関係）

年 月 日

都道府県知事

（市長） 殿

　提出者

住　所

氏　名

電話番号

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

（日本工業規格　Ａ列４番）

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

④ 産 業 廃 棄 物 の
一連の処理の工程

（第１面）

③ 従 業 員 数

産業廃棄物処理計画書

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他そ
の処理に関する計画を作成したので、提出します。

① 事 業 の 種 類

② 事 業 の 規 模

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

計 画 期 間
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産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度（　 年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

（第２面）

①現状

産業廃棄物の種類_

排 出 量_

②計画

産業廃棄物の種類_

排 出 量_

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

②計画

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)
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自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度（　 年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度（　 年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

（第３面）

①現状

産業廃棄物の種類_

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

①現状

産業廃棄物の種類_

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減量した
産 業 廃 棄 物 の 量

②計画

産業廃棄物の種類_

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

②計画

産業廃棄物の種類_

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減量する
産 業 廃 棄 物 の 量
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自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度（　 年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度（　 年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

（第４面）

①現状

産業廃棄物の種類_

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海洋投入処分を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

①現状

産業廃棄物の種類_

全 処 理 委 託 量_

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再生利用業者への
処 理 委 託 量
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【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

（第５面）

②計画

産業廃棄物の種類_

全 処 理 委 託 量_

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再生利用業者への
処 理 委 託 量

※事務処理欄
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（第６面）
備考
　１　前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。
　
　２　当該年度の６月30日までに提出すること。
　
　３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入するこ
     と。

　　(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
　　(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元
請
　　　完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応
じ
　　　事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
　　(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了する
ま
　　　での一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入するこ
と。
　
　４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら
中
　　間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中
間
　　処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。
　
　５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託
量
　　を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施
行
　　令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回
収
　　施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）で
あ
　　る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者
へ
　　の焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。
　
　６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙の
と
　　おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物
の
　　種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記
入
　　すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないとき
　　は、「―」を記入すること。

　７　※欄は記入しないこと。
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様式第二号の九（第八条の四の六関係）
（第１面）

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

年 月 日
都道府県知事　　　　　　　　　　

     （市長） 殿

　提出者
住　所
氏　名
　（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

年度の産業
廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

  産業廃棄物処理計画における目標値

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

　　※事務処理欄

（日本工業規格　Ａ列４番）

項目 項目目標値 目標値

産業廃棄物処理計画における
計 画 期 間

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

事 業 の 種 類

 　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海 洋 投 入 処 分 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量

認 定 熱 回 収 業 者 へ の
処 理 委 託 量

認 定 熱 回 収 業 者 以 外 の
熱 回 収 を 行 う 業 者 へ の
処 理 委 託 量

自ら中間処理により減量する
産 業 廃 棄 物 の 量

排 出 量 全 処 理 委 託 量

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量
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投

入
処

分
を

行
っ

た
量

⑦
 自

ら
中

間
処

理
に

よ
り

減
量

し
た

量

⑤
 自

ら
熱

回
収

を
行

っ
た

量

自
ら

中
間

処
理

に
よ

り
減

量
し

た
量

0 00 0 0

自
ら

中
間

処
理

し
た

後
自

ら
埋

立
処

分
又

は
海

洋
投

入
処

分
し

た
量

直
接

及
び

自
ら

中
間

処
理

し
た

後
の

処
理

委
託

量

④
の

う
ち

熱
回

収
を

行
っ

た
量

自
ら

中
間

処
理

し
た

量
自

ら
中

間
処

理
し

た
後

の
残

さ
量

自
ら

直
接

埋
立

処
分

又
は

海
洋

投
入

処
分

し
た

量

自
ら

直
接

再
生

利
用

し
た

量

自
ら

中
間

処
理

し
た

後
再

生
利

用
し

た
量

⑩
の

う
ち

再
生

利
用

業
者

へ
の

処
理

委
託

量

⑩
の

う
ち

熱
回

収
認

定
業

者
以

外
の

熱
回

収
を

行
う

業
者

へ
の

処
理

委
託

量

⑩
の

う
ち

熱
回

収
認

定
業

者
へ

の
処

理
委

託
量

（第２面）
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（第３面）

　備考

１ 　翌年度の６月30日までに提出すること。

２ 　「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

３

４

(1)  ①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量

(2)  ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)  ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(4)  ④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)  ⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量

(6)  ⑥欄 自ら中間処理をした後の量

(7)  ⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8)  ⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9)  ⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量
　

(10)  ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量

(11)  ⑪欄

(12)  ⑫欄  (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13)  ⑬欄
  第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量

(14)  ⑭欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への
  焼却処理委託量

５

６

７ 　※欄は記入しないこと。

　第２面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記入するこ
と。

　産業廃棄物の種類が２以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により産業廃棄物処理
計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

　「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載した目標
値を記入すること。

　第２面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)に掲げる量
を記入すること。

  第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量
 (10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

(10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律

13



様式第二号の十三(第八条の十七の二関係)

年 月 日

都道府県知事

（市長） 殿

 提出者

住　所

氏　名

電話番号

 当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①

②

③

④

（日本工業規格　Ａ列４番）

特別管理産業廃棄物処理計画書

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の
減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。

事 業 場 の 所 在 地

計 画 期 間

事 業 の 種 類

事 業 の 規 模

従 業 員 数

特別管理産業廃棄物
の一連の処理の工程

事 業 場 の 名 称

（第１面）

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
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特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度（平成　 年度）実績】

t t

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

 ①現状

特別管理産業廃棄物の種類

排　　　出　　　量

（第２面）

①現状

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

②計画

(今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

 ②計画

特別管理産業廃棄物の種類

排　　　出　　　量

15



自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度（平成　 年度）実績】

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度（　 年度）実績】

t ｔ

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t t

t t

（今後実施する予定の取組）

（第３面）

①現状

特別管理産業廃棄物の種類

自 ら 再 生 利 用 を 行 っ た
特別管理産業廃棄物の量

②計画

特別管理産業廃棄物の種類

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

①現状

特別管理産業廃棄物の種類

自 ら 熱 回 収 を 行 っ た
特別管理産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量した
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 量

②計画

特別管理産業廃棄物の種類

自 ら 熱 回 収 を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量する
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 量

16



自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項

【前年度（平成　 年度）実績】

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度（平成　 年度）実績】

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

（これまでに実施した取組）

（第４面）

①現状

特別管理産業廃棄物の種類

自 ら 埋 立 処 分
を 行 っ た
特別管理産業廃棄物の量

②計画

特別管理産業廃棄物の種類

自 ら 埋 立 処 分
を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

①現状

特別管理産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再生利用業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

17



【目標】

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

【前年度（平成　 年度）実績】

（今後実施する予定の取組）

　　※事務処理欄

電子情報処理組織の使
用に関する事項

ｔ

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物

排 出 量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

（第５面）

②計画

特別管理産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再生利用業者への
処 理 委 託 量
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備考
　１  前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

　２　当該年度の６月30日までに提出すること。

　３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入する
　　　こと。
　(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
　(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請
　　完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ
　　事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
　(3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了
　　するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む｡)を記入するこ
　　と。

　４　「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の
　　種類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管
　　理産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、
　　目標及び取組を記入すること。

　５　「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の
　　種類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業
　　廃棄物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入するこ
　　と。

　６　「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ご
　　とに、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び
　　清掃に関する法律施行令（以下「令」という。）第６条の14第２号に該当する者）への処理
　　委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関す
　　る法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定
　　熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実
　　績、目標及び取組を記入すること。

　７　「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発生
　　量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を
　　除く。）を記入すること。その量が50トン以上の者にあっては、今後の電子情報処理組織の使
　　用に関する取組について記入すること。

　８　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙の
　　とおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理
　　産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入
　　し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべ
　　き事項がないときは、「―」を記入すること。

　９　※欄は記入しないこと。

（第６面）

19



様式第二号の十三(第八条の十七の二関係)

年 月 日

都道府県知事

（市長） 殿

 提出者

住　所

氏　名

電話番号

 当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①

②

③

④

（日本工業規格　Ａ列４番）

特別管理産業廃棄物処理計画書

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の
減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。

事 業 場 の 所 在 地

計 画 期 間

事 業 の 種 類

事 業 の 規 模

従 業 員 数

特別管理産業廃棄物
の一連の処理の工程

事 業 場 の 名 称

（第１面）

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
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特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度（平成　 年度）実績】

t t

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

 ①現状

特別管理産業廃棄物の種類

排　　　出　　　量

（第２面）

①現状

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

②計画

(今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

 ②計画

特別管理産業廃棄物の種類

排　　　出　　　量
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自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度（平成　 年度）実績】

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度（　 年度）実績】

t ｔ

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t t

t t

（今後実施する予定の取組 ）

（第３面）

①現状

特別管理産業廃棄物の種類

自 ら 再 生 利 用 を 行 っ た
特別管理産業廃棄物の量

②計画

特別管理産業廃棄物の種類

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

①現状

特別管理産業廃棄物の種類

自 ら 熱 回 収 を 行 っ た
特別管理産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量した
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 量

②計画

特別管理産業廃棄物の種類

自 ら 熱 回 収 を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量する
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 量
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自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項

【前年度（平成　 年度）実績】

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度（平成　 年度）実績】

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

（これまでに実施した取組）

（第４面）

①現状

特別管理産業廃棄物の種類

自 ら 埋 立 処 分
を 行 っ た
特別管理産業廃棄物の量

②計画

特別管理産業廃棄物の種類

自 ら 埋 立 処 分
を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

①現状

特別管理産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再生利用業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量
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【目標】

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

【前年度（平成　 年度）実績】

（今後実施する予定の取組等）

　　※事務処理欄

電子情報処理組織の使用
に関する事項

ｔ

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物

排 出 量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

（第５面）

②計画

特別管理産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再生利用業者への
処 理 委 託 量
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備考
　１  前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

　２　当該年度の６月30日までに提出すること。

　３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入する
　　　こと。
　(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
　(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請
　　完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ
　　事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
　(3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了
　　するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む｡)を記入するこ
　　と。

　４　「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の
　　種類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管
　　理産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、
　　目標及び取組を記入すること。

　５　「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の
　　種類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業
　　廃棄物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入するこ
　　と。

　６　「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ご
　　とに、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び
　　清掃に関する法律施行令（以下「令」という。）第６条の14第２号に該当する者）への処理
　　委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関す
　　る法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定
　　熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実
　　績、目標及び取組を記入すること。

　７　「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発生
　　量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を
　　除く。）を記入すること。その量が50トン以上の者にあっては、今後の電子情報処理組織の使
　　用に関する取組等（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関
　　する法律施行規則第８条の31の４に該当するときは、その旨及び理由を含む。）について記入
　　すること。

　８　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙の
　　とおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理
　　産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入
　　し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべ
　　き事項がないときは、「―」を記入すること。

　９　※欄は記入しないこと。

（第６面）
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様式第二号の十四（第八条の十七の三関係）
（第１面）

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

年 月 日
都道府県知事
(市長）　        　    　　　　殿

     提出者
　住　所

　　（法人にあっては、名称及び代表者氏名）
　電話番号

年度の特別管
理産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

　　

　特別管理産業廃棄物処理計画における目標値

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

　　※事務処理欄

（日本工業規格　Ａ列４番）

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

事 業 の 種 類

　氏　名

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第11項の規定に基づき、

自ら中間処理により減量する
特別管理産業廃棄物の量

排 出 量 全 処 理 委 託 量

自ら再生利用を行う特別
管 理 産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら 熱 回 収 を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

自 ら 埋 立 処 分
を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量

認 定 熱 回 収 業 者 へ の
処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

項目 項目目標値 目標値

計 画 期 間

特別管理産業廃棄物処理計画における
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）

②
⑧

①
③

⑫

④
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⑬
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実
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し

た
量

⑬
熱
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収
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定
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者

へ
の

処
理
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託

量

②
＋

⑧
 自

ら
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生
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用
を
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っ

た
量

⑫
 再

生
利

用
業

者
へ

の
処

理
委

託
量

⑪
 優
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認
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処

理
業

者
へ

の
処

理
委

託
量

⑩
 全

処
理

委
託

量

　
自

ら
中

間
処

理
し

た
　

後
の

残
さ

量

④
の

う
ち

熱
回

収
を

行
っ

た
量

直
接

及
び

自
ら

中
間

処
理

し
た

後
の

処
理

委
託

量

自
ら

中
間

処
理

し
た

後
自

ら
埋

立
処

分
又

は
海

洋
投

入
処

分
し

た
量

③
＋

⑨
 自

ら
埋

立
処

分
又

は
海

洋
投

入
処

分
を

行
っ

た
量

有
 償

 物
 量

⑭
 熱

回
収

認
定

業
者

以
外

の
熱

回
収

を
行

う
業

者
へ

の
処

理
委

託
量

0

　
自

ら
中

間
処

理
し

た
後

　
再

生
利

用
し

た
量

0 0

自
ら

中
間

処
理

し
た

量

不
要

物
等

発
生

量

⑤
 自

ら
熱

回
収

を
行

っ
た

量

自
ら

中
間

処
理

に
よ

り
減

量
し

た
量

⑩
の

う
ち

熱
回

収
認

定
業

者
以

外
の

熱
回

収
を

行
う

業
者

へ
の

処
理

委
託

量

計
画

の
実

施
状

況

⑩
の

う
ち

熱
回

収
認

定
業

者
へ

の
処

理
委

託
量

⑩
の

う
ち

再
生

利
用

業
者

へ
の

処
理

委
託

量

00 0 0 0 0 0

⑦
 自

ら
中

間
処

理
に

よ
り

減
量

し
た

量

（第２面）
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（第３面）

　備考

１ 　翌年度の６月30日までに提出すること。

２ 　「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

３ 　「特別管理産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物
処理計画に記載した目標値を記入すること。

４ 　第２面には、前年度の特別管理産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)
から(14)に掲げる量を記入すること。

(1)  ①欄 当該事業場において生じた特別管理産業廃棄物の量

(2)  ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)  ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分した量

(4)  ④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした特別管理産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)  ⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量

(6)  ⑥欄 自ら中間処理をした後の量

(7)  ⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8)  ⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9)  ⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(10)  ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量

(11)  ⑪欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第6条の11第2号に該当する者）への処理委託量

(12)  ⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13)  ⑬欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
15条の3の3第1項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量

(14)  ⑭欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への
焼却処理委託量

５ 　第２面の左下の表には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実
績値を記入すること。

６ 　特別管理産業廃棄物の種類が２以上あるときは、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、第２面
の例により特別管理産業廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を
添付すること。

７ 　※欄は記入しないこと。
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様式第二号の十四（第八条の十七の三関係）
（第１面）

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

年 月 日
都道府県知事
(市長）　        　    　　　　殿

     提出者
　住　所

　　（法人にあっては、名称及び代表者氏名）
　電話番号

年度の特別管
理産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

　　

　特別管理産業廃棄物処理計画における目標値

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

　電子情報処理組織の使用に関する事項

ｔ
ｔ

（電子情報処理組織の使用に関して実施した取組）

　　※事務処理欄

（日本工業規格　Ａ列４番）

事 業 場 の 所 在 地

項目目標値

計 画 期 間

特別管理産業廃棄物処理計画における

事 業 の 種 類

項目

自 ら 埋 立 処 分
を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量する
特別管理産業廃棄物の量

自 ら 熱 回 収 を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量

認 定 熱 回 収 業 者 へ の
処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

　氏　名

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第11項の規定に基づき、

事 業 場 の 名 称

排 出 量 全 処 理 委 託 量

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

目標値

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 排 出 量
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。)

前 々 年 度
前 年 度
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（第２面）
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（第３面）

　備考

１ 　翌年度の６月30日までに提出すること。

２ 　「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

３ 　「特別管理産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物
処理計画に記載した目標値を記入すること。

４ 　第２面には、前年度の特別管理産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)
から(14)に掲げる量を記入すること。

(1)  ①欄 当該事業場において生じた特別管理産業廃棄物の量

(2)  ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)  ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分した量

(4)  ④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした特別管理産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)  ⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量

(6)  ⑥欄 自ら中間処理をした後の量

(7)  ⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8)  ⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9)  ⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(10)  ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量

(11)  ⑪欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
（以下「令」という。）第6条の11第2号に該当する者）への処理委託量

(12)  ⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13)  ⑬欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
15条の3の3第1項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量

(14)  ⑭欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への
焼却処理委託量

５ 　第２面の左下の表には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実
績値を記入すること。

６ 　特別管理産業廃棄物の種類が２以上あるときは、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、第２面
の例により特別管理産業実績値を廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、
当該書面を添付すること。

７ 　　「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前々年度及び前年度における特別管理
産業廃棄物の排出量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げる
ものをいう。）を除く。）並びに電子情報処理組織使用義務者にあっては前年度に実施した電子
情報処理組織の使用に関する取組（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処
理及び清掃に関する法律施行規則第８条の31の４に該当したときは、その旨及び理由を含む。）
について記入すること。

８ 　※欄は記入しないこと。
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様
式
第
三
号
（
第
八
条
の
二
十
七
関
係
）

　
　
　
　
産
業
廃
棄
物
管
理
票
交
付
等
状
況
報
告
書
（
平

成
　
　
年
度
）

都
道
府
県
知
事
　
　
　
　
殿

（
市
　
長
）

　
　
報
告
者

　
住
　
所

　
氏
　
名

　
　
　
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

 
 
 
　
電
話
番
号

　
　 
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
1
2
条
の
３
第
７
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
　
　
　
　
　
　

年
度
の
産
業
廃
棄
物
管
理
票
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出
し
ま
す
。

業
　
　
種

電
話
番
号

番 号
産
業
廃
棄
物
の
種
類

排
出
量
(
t
)

管
理
票
の

交
付
枚
数

運
搬
受
託
者
の

許
可
番
号

運
搬
受
託
者
の

氏
名
又
は
名
称

運
搬
先
の
住
所

処
分
受
託
者
の

許
可
番
号

1 2 3 4

備
考

　
１

　
こ

の
報

告
書

は
、

前
年

４
月

１
日

か
ら

３
月

3
1
日

ま
で

に
交

付
し

た
産

業
廃

棄
物

管
理

票
に

つ
い

て
６

月
3
0
日

ま
で

に
提

出
す

る
こ

と
。

　
２

　
同

一
の

都
道

府
県

（
政

令
市

）
の

区
域

内
に

、
設

置
が

短
期

間
で

あ
り

、
又

は
所

在
地

が
一

定
し

な
い

事
業

場
が

２
以

上
あ

る
場

合
に

は
、

こ
れ

ら
の

事
業

場
を

１
事

業
場

と
し

て
ま

と
め

た
上

で
提

出
す

る
こ

と
。

　
３

　
産

業
廃

棄
物

の
種

類
及

び
委

託
先

ご
と

に
記

入
す

る
こ

と
。

　
４

　
業

種
に

は
日

本
標

準
産

業
分

類
の

中
分

類
を

記
入

す
る

こ
と

。

　
５

　
運

搬
又

は
処

分
を

委
託

し
た

産
業

廃
棄

物
に

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物
、

水
銀

使
用

製
品

産
業

廃
棄

物
又

は
水

銀
含

有
ば

い
じ

ん
等

が
含

ま
れ

る
場

合
は

、
「

産
業

廃
棄

物
の

種
類

」
の

欄
に

そ
の

旨
を

記
載

す
る

と
と

も
に

、

各
事

項
に

つ
い

て
石

綿
含

有
産

業
廃

棄
物

、
水

銀
使

用
製

品
産

業
廃

棄
物

又
は

水
銀

含
有

ば
い

じ
ん

等
に

係
る

も
の

を
明

ら
か

に
す

る
こ

と
。

　
６

　
処

分
場

所
の

住
所

は
、

運
搬

先
の

住
所

と
同

じ
で

あ
る

場
合

に
は

記
入

す
る

必
要

は
な

い
こ

と
。

　
７

　
区

間
を

区
切

っ
て

運
搬

を
委

託
し

た
場

合
又

は
受

託
者

が
再

委
託

を
行

っ
た

場
合

に
は

、
区

間
ご

と
運

搬
受

託
者

又
は

再
受

託
者

に
つ

い
て

す
べ

て
記

入
す

る
こ

と
。

処
分
受
託
者
の

氏
名
又
は
名
称

処
分
場
所
の
住
所

　
事
 
業
 
場
 
の
 
名
 
称
　

事
 
業
 
場
 
の
 
所
 
在
 
地

平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日
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